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風味調味料品質表示基準

制 定 平成12年12月19日農林水産省告示第1669号

改 正 平成16年10月７日農林水産省告示第1821号

改 正 平成19年11月６日農林水産省告示第1371号

改 正 平成19年11月27日農林水産省告示第1488号

改 正 平成23年８月31日消 費 者 庁告示第 ８号

最終改正 平成23年９月30日消 費 者 庁告示第 10号

（趣旨）

第１条 風味調味料（容器に入れ、又は包装されたものに限る。）の品質に関する表示については、

加工食品品質表示基準（平成12年３月31日農林水産省告示第513号）に定めるもののほか、この基準

の定めるところによる。

（定義）

第２条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。

用 語 定 義

風味調味料 調味料（アミノ酸等）及び風味原料に砂糖類、食塩等（香辛料を除く。）を加え

、乾燥し、粉末状、顆粒状等にしたものであって、調理の際風味原料の香り及び

味を付与するものをいう。

風味原料 節類（かつおぶし等）、煮干魚類、こんぶ、貝柱、乾しいたけ等の粉末又は抽出

濃縮物をいう。

（義務表示事項）

第３条 製造業者等（加工食品品質表示基準第３条第１項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。

）が風味調味料の容器又は包装に表示すべき事項は、同条第１項及び第６項に規定するもののほか

、使用方法とする。

（表示の方法）

第４条 名称及び原材料名の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなけ

ればならない。

(1) 名称

加工食品品質表示基準第４条第１項第１号本文の規定にかかわらず、「風味調味料」と記載す

ること。ただし、別表の算式により算出した次の表の左欄の風味原料の配合率が8.3％以上のもの

にあっては、同表の右欄の種類名を「風味調味料」の文字の次に、括弧を付して記載すること。

風 味 原 料 種 類 名

かつおぶしの粉末並びにかつおぶし及びかつおの抽出濃縮物 かつお

かつおぶし及びそうだかつおぶしの粉末並びにかつおぶし、かつお、そうだか かつお等

つおぶし及びそうだかつおの抽出濃縮物

そうだかつおぶしの粉末並びにそうだかつおぶし及びそうだかつおの抽出濃縮 そうだかつお

物

さばぶしの粉末並びにさばぶし及びさばの抽出濃縮物 さば

あじぶしの粉末及び抽出濃縮物 あじ

いわしぶしの粉末及び抽出濃縮物 いわし
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煮干いわし及び煮干とびうおの粉末及び抽出濃縮物 煮干し

煮干貝柱の粉末並びに煮干貝柱及び貝柱の抽出濃縮物 貝柱

こんぶの粉末及び抽出濃縮物 こんぶ

乾しいたけの粉末並びに乾しいたけ及びしいたけの抽出濃縮物 しいたけ

(2) 原材料名

加工食品品質表示基準第４条第１項第２号（エを除く。）の規定にかかわらず、使用した原材

料を、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、次のアからオまでに規定するところによ

り記載すること。

ア 風味原料は、「風味原料」の文字の次に、括弧を付して、「かつおぶし粉末」、「かつおエ

キス」、「そうだかつおぶし粉末」、「さばぶし粉末」、「あじぶし粉末」、「煮干いわし粉

末」、「煮干貝柱粉末」、「貝柱エキス」、「こんぶ粉末」、「こんぶエキス」、「乾しいた

け粉末」、「しいたけエキス」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割

合の多いものから順に記載すること。

イ 砂糖類は、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖」、「ぶどう糖」

、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等とその最も一

般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載すること。ただし、

砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあって

は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合並びに

砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果

糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と記載する

ものとする。

ウ イの規定にかかわらず、記載する砂糖類の名称が一種となる場合は、「砂糖類」又は「糖類

」の文字及び砂糖類の名称に付する括弧を省略することができる。

エ 風味原料、砂糖類及び食品添加物以外の原材料は、「食塩」、「たん白加水分解物」、「で

ん粉」又は「デキストリン」とその最も一般的な名称をもって記載すること。

オ 食品添加物は、食品衛生法第19条第１項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令（平成

23年内閣府令第45号）第１条第２項第５号及び第４項、第11条並びに第12条の規定に従い記載

すること。

２ 加工食品品質表示基準第３条及び前条に規定する事項の表示は、加工食品品質表示基準第４条第

２項の規定によるものとする。この場合において、同項第１号中「別記様式により」とあるのは、

「名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、使用方法、原産国名及び製造者の順に」と読み

替えるものとする。ただし、使用方法を一括して表示することが困難な場合には、使用方法の欄に

記載箇所を表示すれば、他の個所に記載することができる。

（表示禁止事項）

第５条 加工食品品質表示基準第６条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項は、これを表示して

はならない。

(1) 天然、自然の用語

(2) 第３条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語

別表（第４条関係）

算 式

（使用する粉末の風味原料の重量（g）×使用する粉末の風味原料の固乾物含有率（％）＋使用

する抽出濃縮物の風味原料の重量（g）×使用する抽出濃縮物の風味原料の固乾物含有率（％）

１

）× ×100

製品の内容量（g）
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附 則（平成12年12月19日農林水産省告示第1669号）

この告示は、公布の日から施行する。

附 則（平成16年10月７日農林水産省告示第1821号）

この告示は、公布の日から施行する。

附 則（平成19年11月６日農林水産省告示第1371号）

この告示は、公布の日から施行する。

附 則（平成19年11月27日農林水産省告示第1488号）

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の日から起算して１年を経過した日までに製造され、加工され、又は輸入される

風味調味料の品質に関する表示については、この告示による改正前の風味調味料品質表示基準の規

定の例によることができる。

附 則（平成23年８月31日消費者庁告示第８号）

この告示は、平成23年９月１日から施行する。

附 則（平成23年９月30日消費者庁告示第10号）

この告示は、平成23年10月１日から施行する。


